
教育・保育施設等の整備に係る国庫補助等協議対象施設等の公表に関する要領 

（趣旨） 

第１条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第

７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第３９条第１項に規定する保育所及び第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業（以下「教育・

保育施設等」という。）の施設整備を国庫補助又は国交付金の対象とするために国と協議する場合にお

ける当該施設整備の対象となる施設（以下「国庫補助等協議対象施設」という。）の公表及び国庫補助

等協議対象施設の施設建設に係る入札結果の公表については、厚生労働省通知（平成１３年７月２３

日雇児発第４８８号、社援発第１２７５号、老発第２７４号）に定めるもののほか、この要領の定め

るところによる。 

 

（国庫補助等協議対象施設の公表の内容及び方法等） 

第２条 国庫補助等協議対象施設の公表は、次に揚げる事項について、教育・保育施設等設置認可事務

所管課において一般の閲覧に供することにより行う。 

（１）設置運営主体の名称及び事業計画（国交付金協議対象施設にあっては、整備計画）（施設の名称、

施設の種別、定員、工事区分） 

（２）新たに法人を設立する場合にあっては、設置準備委員会の名称及び役員就任予定者の氏名 

（３）設置主体と運営主体が異なる場合は、運営主体の名称 

２ 前項に規定する公表の時期は、当該施設整備に係る予算の議決を行った議会の閉会日の翌日以降と

する。 

３ 第１項に規定する公表の時期は、当該施設整備の着工日の属する年度及びその翌年度の末日までと

する。 

 

（入札結果の公表の内容及び方法等） 

第３条 国庫補助等協議対象施設に係る事業計画又は整備計画において、国との協議が整った施設の建

設に係る入札結果の公表は、次に揚げる事項について、教育・保育施設等設置認可事務所管課において

一般の閲覧に供することにより行う。 

（１）入札年月日 

（２）工事区分 

（３）入札業者名 

（４）落札業者名 

（５）落札金額 

２ 前項に規定する公表の時期は、当該入札が執行された日の翌日以降とする。 

３ 第１項に規定する公表の期間は、当該入札が執行された日の属する年度及びその翌年度の末日まで

とする。 

 

附則 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 


